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１．特別養護老人ホーム 平成みなと苑の概要 

（１）法人の概要 

名 称 社会福祉法人 平成福祉会 

所 在 地 大阪府大阪市福島区吉野１丁目２１番１４号 

代 表 者 理事長 渡邊 卓  

電 話 番 号 ０６－６４５９－４９６１ 

（２）ご利用施設 

施 設 名 称 特別養護老人ホーム平成みなと苑（介護福祉施設） 

指定事業者番号 2770401525 

所 在 地 大阪府大阪市港区弁天２丁目８番１６号 

施 設 長 名 施設長 塚崎 敦子 

電 話 番 号 ０６－７５０２－０６０７ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０６－４３９５－６２０７    

第三者評価受審 令和５年９月２１日～２２（ナルク福祉調査センター） 
（３）施設の職員体制（職員の職種、員数および職務内容） 

 

 

 

 

 

 

 

職 種 基準人員数 人員 職 務 内 容 

１．施設長 １名 １名 
職員を指揮監督し、事業実施の管理及び運営に

あたる。 

２．医師 １名 １名 
入居者の診療及び保健衛生に管理指導の業務

を行います。 

３．生活相談員   ２名 ２名 

入居者の日常生活についての相談、援助及びこ

れらの計画の企画立案を行う。また、入退所に

関する業務を行います。 

４．介護職員 ４３名以上 ５０名以上 
入居者の日常生活における介護・相談及び援助

の業務を行います。 

５．看護職員 ４名以上 ６名 
入居者の看護、医師の診察の補助、健康管理及

び保健衛生の業務を行います。 

６．機能訓練指導員 １名以上 ２名 
入居者の機能回復、機能維持に必要な訓練及び

指導を行います。 

７．介護支援専門員 ２名 ２名 入居者の介護支援に関する業務を行います。 

８．栄養士 ２名 １名 給食管理、入居者の栄養指導を行います。 
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＜主な職種の勤務体制＞ 

職種 勤務体制 

１．医師 
週２回：月曜日・金曜日 

   13:00 以降 

２．生活相談員 日勤： 9：00～18：00 

３．介護職員 

早朝： 6：30～15：30 

日勤：10：00～19：00 

遅出：13：30～22：30 

夜間：22：00～ 7：00 

４．介護支援専門員 日勤： 9：00～18：00 

５．看護職員 日勤： 9：00～18：00 

６．夜間看護職員 夜間：22：00～ 7：00 

（４）定員及び施設の設備の概要 

定員 １４０名 共同生活室 １４室 

居室 個室 １４０室 医務室 １室 

浴室 
一般 １４室 居宅介護支援室 １室 

特殊 １室 相談室 １室 

※居室の室数は、短期入所１０室を含みます。 
◇居室の変更：入居者の心身の状況により居室を変更する場合があります。 
（５）運営の方針 

  ①この施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、

その居宅における生活への復帰を念頭において、入居前の居宅における生活と入居後

の生活が連続したものとなるよう配置しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に

社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することをめざすものします。 
  ②この施設は、入居者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って指定介護

福祉施設サービスを提供するように努めます。 
  ③この施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視して運

営を行うことに努めます。 
  ④この施設は地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護事業

者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保険医療サービス又は福祉サー

ビスを提供する者との密接な連携に努めます。 
  ⑤「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年３月３１

日厚生省令第３９号）」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとします。 
  ⑥入居者の尊厳・自己決定・プライバシー保護・秘密保持等を柱にして、安心して生

活できる人権擁護の取り組みを推進する施設をめざします。 
  ⑦地域との交流を基本として、介護の相談・介護教室・ボランティア活動への協力、

支援（福祉人材養成に寄与することを含む）等の取り組みに努め、地域に開かれた施

設をめざします。 



 4

 

 

２．サービスの内容 

  当施設では、入居者に対して以下のサービスを提供します。 

  当施設が提供するサービスについて、 

①利用料金の一部が介護保険から提供される場合 

②利用料金の全額をご契約者に負担していただく場合 

の二通りがあります。 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス 

〔サービスの概要〕※時間・内容については変更する場合があります。 

 ①居室 

 ②施設サービス計画の立案 

 ③入浴 

  ・入浴又は清拭を週２回行います。 

・寝たきりの方も機械浴槽を使用して入浴できます。 

 ④介護 

  施設サービス計画に沿って下記の介護を行ないます。着替え、排泄、食事等の介助、

おむつ交換、体位変換、シーツ交換、施設内の移動の付き添い…等 

 ⑤健康管理 

  医師や看護師が、健康管理を行います。 

⑥その他自立への支援 

  ・寝たきり防止のため、心身等の状態に合わせ離床に配慮します。 

  ・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えをするよう配慮します。 

  ・清潔で快適な生活が送れますよう、施設内の環境美化に努めます。 

 ⑦栄養ケア・マネジメント 

  入居者ごとの栄養状態、摂取機能を考慮した栄養ケア・マネジメントを行ないます。 

 ⑧感染症・食中毒の予防 

   感染症対策委員会の設置、施設内研修の実施等により、施設内の衛生管理体制を整 

備します。 
 ⑨介護事故発生の防止 

  事故対策委員会の設置、施設内研修の実施等により、施設内の介護事故防止体制を

整備します。 

 ⑩身体的拘束等原則禁止 

   入居者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。 
   ただし、入居者又は他の入居者等の生命、身体を保護する為に緊急やむを得ない場

合には、記録を記載する等、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があります。 
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（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

 

   以下のサービスは、利用料金の全額をご契約者に負担していただきます。 

 〔サービスの概要と利用料金〕 

① 滞在に要する費用  全室個室 2,066 円／日 

②食事の提供（食費） 

料金： 1,590 円／日 ご契約者に提供する食事にかかる費用です。 

朝食 ８：００～９：００   昼食 １２：００～１３：００ 

おやつ １５：００～１５：３０ 夕食 １８：００～１９：００ 

③入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用。 

④理美容代 カット 1,900 円 お顔そり 650 円 ※ 消費税込   

顔剃り・洗髪は利用者の状態により至急判断いたします。      

⑤電気代（テレビ、パソコン他） 500 円～1,000 円／月 ※利用量による。 

⑥貴重品管理費 

⑦複写物の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録その他複写物を必要とする

場合には実費相当分をご負担いただきます。 

      １枚につき  10 円 

⑧日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約

者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただ

きます。  

（車椅子・歩行器・食事用エプロン・自助具・口腔ケア用品） 

※  修理代もご負担いただきます。 

⑨医療費 医療機関に受診した費用 実費 

⑩薬代  実費 

⑪レクリエーション・クラブ活動費 

ご契約者の希望によりレクリエーション、クラブ活動に参加して頂く

ことができます。 

利用料金：材料代等の実費をいただきます。 
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（３）協力医療機関 

 
①大阪みなと中央病院 
住  所：〒552-0021 大阪市港区磯路１－７－１ 
電  話：06－6572-5721 
診療科目：[内科・小児科・外科・整形外科・泌尿器科・眼科・耳鼻咽喉科・麻酔科・

放射線科・形成外科・皮膚科] 

 
②日生病院  
住  所：〒550-0012 大阪市西区立売掘 6－3－8 
電  話：06-6543-3581 
診療科目：[内科・外科・整形外科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・ 

放射線科・神経内科・精神科神経科・皮膚科・小児科] 

 
③大阪掖済会病院 

   住  所：〒550-0022 大阪市西区本田 2－１－10 
   電  話：06-6581-2881 
   診療科目：［整形外科・内科・外科・小児科・眼科］ 

 
④大阪暁明館病院 

住  所：〒554-0012 大阪市此花区西九条 5-4-8 

   電  話：06-6462-0261 

   診療科目：[内科・循環器内科・呼吸器内科・消化器内科・神経内科・外科・整形

外科他] 

 
⑤医療法人仁愛会 飯田歯科医院 

   住  所：〒577-0827 東大阪市衣摺 2-11-19 
   電  話：06-6728-4182 

診察科目：口腔ケア 
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３．利用料金 

（１）利用料 
別表「利用料金表」を参照ください 

 （２）その他の料金 
上記参照（別表参照） 

 （３）介護保険料 

市町村にお支払いただく介護保険料は、原則として年金からの天引きになります。 

 （４）支払方法 

毎月月末締め、当月分を翌月２８日にご指定の口座より自動振替にてお支払いいた

だきます。なお、請求書は、毎月１５日前後に前月分をお送りいたします。口座振

替の手続きが間に合わない等で、自動振替にてお支払ができない場合につきまして

は、下記銀行口座に振込にてお支払い願います。なお、この場合の振込手数料につ

きましては、振込人負担となりますので、あらかじめご了承願います。 
（１ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算

した金額とします。） 

    振込口座：りそな銀行 野田支店 普通 ０２０７５３０ 

         社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

平成
へいせい

福祉会
ふくしかい

  

         みなと特
とく

養
よう

 

理事長
りじちょう

 渡邊
わたなべ

 卓
たかし

 

 （５）食費・居住費 
   食事にかかる費用及び居住にかかる費用については、介護保険負担限度額認定証ま

たは介護保険特定負担限度額認定証の交付を受けている方に対しては、当該認定証

に記載されている負担限度額または特定負担限度額といたします。 
 （６）居住費の外泊時の取扱い 
   入院又は外泊中は、居住費をご負担いただきます。ただし、入院又は外泊中のベッ

ドを短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に使用する場合は、その間の

居住費はご負担いただくことはありません。 
 （７）利用料金の変更 
   介護給付費体系の変更があった場合、及び経済状況の著しい変化その他やむを得な

い事由がある場合、契約者に対して、一ヶ月前までに文書で通知することにより利

用料金の変更（増額または減額）を申し入れる事ができることとします。 
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◇業務継続計画の策定等について 

①当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護老人保健施設

サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開図る  
ための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必

要な措置を講じるものとします。研修及び訓練を定期的に実施します。 
②当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計の変更

を行います。 
③当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行います。 

 
 

◇ハラスメント対策について 
介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、男女雇用機会均

等法等におけるハラスメント対策に関する当施設の責務を踏まえ、適切なハラスメト

対策を行います。 

   
   
◇衛生管理について 
  (１)入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水に対して、衛生的

な管理に努め、衛生上必要な措置を構ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を

適切に行うものとします。 
  (２)感染症が発生し、又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延

の予防のため指針を定め、必要な措置を構ずるための体制を整備します。 
  (３)当施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する

委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、職員に周

知徹底を図ります。 
  (４)当施設における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 
    (５)当施設において、職員に対し、感染症及び食中毒まん延防止のための研修並びに

感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施します。 
  (６)食中毒発生が疑われた際は、「厚生労働省が定める感染症又は食中毒の発生が疑わ

れる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行います。 
  (７)栄養士、管理栄養士、調理師厨房勤務者は毎月 1 回、検便を行うとともに、定期

的に、鼠族、昆虫の駆除（外部委託）を行います。 



 9

 

 

４．入退所手続き 

 （１）入居手続き 
   大阪市入所選考指針に基づき入居を決定いたします。入居と同時に契約を結び、 

サービスの提供を開始いたします。 
   ※居宅介護支援事業所に居宅サービス計画の作成を依頼されている場合は、事前に

担当の介護支援専門員とご相談下さい。 
 （２）退所手続き（契約の終了について） 
   当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。 
   従って、以下のような事由がない限り継続してサービスを利用することができます

が、仮にこの事項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約

者に退所していただくことになります。 

   ①要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合。 
②事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖し

た場合。 
③施設の滅失や重大な毀損により、入居者に対するサービスの提供が不可能になっ

た場合。 
④当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。 
⑤ご契約者からの退所の申し出があった場合（詳細は以下を参照） 
⑥事業者から退所の申し出を行った場合（詳細は以下を参照） 
（１）契約者からの退所の申し出（中途契約・契約解除） 
  契約の有効期間中であっても、契約者から当施設からの退所を申し出ることが

できます。その場合には、退所を希望する日の７日前までに解約届出書を提出

してください。 
  ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することが

できます。 
  ①施設もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設

サービスを実施しない場合。 
②施設もしくはサービス従事者が契約書第７条に定める守秘義務に違反した場

合。 
③施設もしくはサービス従事者が故意又は、過失により入居者の身体、財物、

信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な

事情が認められる場合。 
④他の入居者が入居者の身体、財物、信用等を傷つけた場合もしくは傷つける

恐れがある場合において、施設が適切な対応をとらない場合。 
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（２）事業者からの申し出により退所していただく場合（契約解除） 
  以下の事項に該当する場合には、当施設から退所していただくことがあります。 

    ①契約者が、契締結時にその心身に状況及び病歴等の重要事項について、故意

にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重

大な事情を生じさせた場合 
②契約者が、入居者の利用料金の支払いが正当な理由なく３ヶ月以上遅延し、

利用料金を支払うよう催告したにもかかわらず１４日以内に支払われない場

合 
③契約者及び入居者が、故意又は過失により施設又はサービス従事者もしくは

他の入居者の生命、身体、財物、信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行

うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。 
④入居者が、病院又は診療所に入院し、明らかに３ヶ月以内に退院できる見込

みがない場合又は入院が３ヶ月を経過しても退院ができないことが明らかに

なった場合。※ 
⑤入居者が他の介護保険施設に入所した場合。 

  ※入居者が病院等に入院された場合の対応について 
   当施設入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の通

りです。 
  Ⅰ 検査入院等、６日間以内の短期入院の場合 
   ６日以内に退院された場合は、退院後再び施設に入居することができます。 
   但し、入院期間中であっても、所定の利用料金をご負担いただきます。 
  Ⅱ ７日間以上３ヶ月以内の入院の場合 

３ヶ月以内に退院された場合には、退院後再び施設に入居することができます。 
但し、入院時に予定された退院日よりも早く退院した場合等、退院時に施設の

受入準備が整っていないときには、併設されている短期入所生活介護の居室等

を利用いただく場合があります。この場合、入院期間中の所定の利用料金をご

負担していただく必要はありません。 
  Ⅲ ３ヶ月以内の退院が見込まれていない場合 

      ３ヶ月以内の退院が見込まれていない場合には、契約を解除する場合がありま

す。この場合には、当施設に再び優先的に入居することはできません。 

 

５．残置物引取人 

入居契約が終了した後、当施設に残された入居者の所持品（残置物）を契約者自身が

引き取れない場合に備えて、「残置物引取人」を定めていただきます。 
  また、引き渡しにかかる費用については契約者又は残置物引取人にご負担いただきま

す。 
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６．施設利用にあたっての留意事項 

面会 ９：００～２０：００ 

外出・外泊 ３日前までに、所定の届出書によりお申し出下さい 

飲酒・喫煙 喫煙は決められた場所以外ではお断りいたします。また、施設内で

のアルコール類の持込については、原則禁止とさせていただきます

が、施設の許可を得た場合でも他の方のご迷惑にならない範囲でお

願い致します。いずれも主治医からの制限がある場合はご遠慮くだ

さい。 

テレビ・ラジオ テレビ、ラジオはどちらもイヤホンをご使用下さい。 
また、消灯時間後のテレビはご遠慮下さい。 

所持品の持込み 所持品によっては、収納スペースが限られておりますので、お持込

に制限を設ける場合もあります。 

医療 当施設の医師による健康管理や健康相談につきましては、介護保険

給付サービスに一部含まれておりますが、それ以外の医療につきま

しては、他の協力病院等による往診や入通院により対応します。そ

の場合は、医療保険適応になるため、別途自己負担をしていただく

ことになります。また、入院に際しての保証人等は原則として、ご

家族にお願いいたします。 

宗教活動・政治活動 
・営利活動 

当施設の敷地内では他のご利用者に迷惑を及ぼすような活動等を

行うことはできません。 

ペット 原則としてご遠慮いただきます。 

 
 

７．緊急時等における対応方法 

 （１）施設は、入居者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治

の医師又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行うとともに必要な措置を

講じる。 

８．事故発生時の対応 

（１）入居者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合は速

やかに保険者、入居者の家族に連絡を行うとともに必要な措置を講ずる。 
（２）入居者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生し

た場合は損害賠償を速やかに行う。 
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９．サービス内容に関する相談、苦情 

①当施設の相談・苦情担当 管理者 塚崎 敦子     副管理者 吉竹 直紀 

②苦情解決責任者 施設長 塚崎 敦子 

③第三者委員 苦情解決に社会性や客観性を確保し、入居者の方の立場や権利

に配慮した中立・公正・適切な対応を推進するため、法人に第

三者委員を設置しています。 

④大阪市相談窓口 大阪市福祉局 高齢者施策部 介護保険課 指定・指導グループ 

〒541-0055 大阪市中央区船場中央３丁目１番７‐３３１号 
   TEL ０６‐６２４１‐６３１０ 

⑤区相談窓口 港区役所 健康福祉課 介護保険担当 
 〒532-8501 大阪市港区市岡 1 丁目 15－25 
   TEL ０６‐６５７６‐９８５９ 

 

 西区役所 保健福祉課 介護保険担当 

〒550-0013 大阪市西区新町 4-5-14 

   TEL ０６-６５３２-９８５９ 

 此花区役所 保健福祉課 介護保険担当 

〒554-0021 大阪市此花区春日出北 1-8-4 

TEL ０６-６４６６-９８８２ 

 

 大正区役所 保健福祉課 介護保険担当 

〒551-0003 大阪市大正区千島 2-7-95 

TEL ０６-４３９４-９８５９ 

 

 福島区役所 保険福祉課 介護保険担当 

〒553-0007 大阪市福島区大開 1-8-1 

TEL ０６-６４６４-９８５９ 

 

⑥国保連相談窓口 大阪府国民健康保険団体連合会 介護保険室 介護保険課 
〒540-0028 大阪市中央区常盤町 1-3-8 中央大通 FN ビル内 

   TEL ０６‐６９４９‐５４１８ 

⑦第三者委員 第三者委員：横田一也 
社会福祉士事務所カラーサ 
大阪府泉佐野市上瓦屋 906-１-107 

TEL 072-493-3237  FAX 072-493-3238 
苦情解決に社会性や客観性を確保し、入居者の方の立場や権利 
に配慮した中立・公正・適切な対応を推進するため、法人に 
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第三者委員を設置しています。 

 

１０．非常災害対策 

  ・施設は、非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対する計画を作成し、

防火管理者または火気・消防等について責任者を定めています。 
・施設は年２回、定期的に避難、救出その他必要な訓練（うち１回は夜間又は夜間想定訓

練）を実施します。 

 

１１．高齢者虐待 

・施設は、入居者等の人権の擁護・虐待の防止等の為に、次に掲げる通り必要な措置を講

じます 
 （１）サービスの提供にあたっては、当該入所者（利用者）又は他の入所者（利用者）

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その

他入所者（利用者）の行動を制限する行為を行わない。 
    ただし、「当該入所者（利用者）又は他の入所者（利用者）等の生命又は身体を

保護するための緊急やむを得ない場合」には身体拘束が認められているが、これ

は「切迫性」「非代替性」「一時性」の三つの要件を満たし、かつ、これらの要件

の確認等の手続きが極めて慎重に実施されているケースに限られ、一時的に身体

等を拘束する場合があります。 

 
（２）虐待等に関する苦情解決体制を整備しています。 

 （３）従業者に対する虐待防止を啓発・普及する為の研修を実施しています。 
 （４）成年後見制度の利用を支援します。 
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令和  年  月  日 

 
介護福祉施設入居にあたり、契約者に対して契約書および本書面に基づいて重要な事項を 
説明しました。 

 
 
              ＜施 設＞ 

                施設所在地 大阪市港区弁天二丁目 8 番 16 号 

                施設名称  特別養護老人ホーム 平成みなと苑 

               施設代表者 社会福祉法人 平成福祉会 理事長 渡邊 卓 

 

 
 
説明者役職 生活相談員          氏名               ㊞  

 
 
  
私は、契約書及び本書面により、施設から介護福祉施設入居についての重要事項の説明

を受けました。 

 

               契約者住所                      

                契約者氏名                 ㊞   

              身元保証人住所                      

              身元保証人氏名                 ㊞   
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別紙 

 

費 用 区 分 費 用 の 額 

滞在に要する費用 ユニット型個室  日 額 ２，０６６円 

滞在に要する費用 

(介護保険負担限度額認定者) 

第１段階認定者 

ユニット型個室  日 額   ８８０円 

第２段階認定者 

ユニット型個室  日 額   ８８０円 

第３段階（１）認定者 

 ユニット型個室  日 額 １，３７０円 

第３段階（２）認定者 

 ユニット型個室  日 額 １，３７０円 

食事の提供に要する費用 

朝 食   ３８９円 

１，５９０円／日  昼 食   ５９４円 

夕 食   ６０７円 

食事の提供に要する費用 

(介護保険負担限度額認定者) 

第１段階認定者 

日 額   ３００円以内 

第２段階認定者 

          日 額   ３９０円以内 

第３段階（１）認定者 

          日 額   ６５０円以内 

第３段階（２）認定者 

          日 額  １，３６０円以内 1234 

 

介護保険の給付対象とならないもの 

理美容費          １，９００円 顔そり ６５０円 

  電気代             ５００円／月（テレビ・パソコン等を利用された方）  

  日常生活用品購入費         実費 

  医療費               実費 

  薬代                実費 

    レクリエーション・クラブ活動費    実費 
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